
 

 

 

令 和 ４ 年 度 
  

 

 

 

亘理町健全化判断比率及び資金不足比率に関する 

審 査 意 見 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

亘 理 町 監 査 委 員 
 



 

亘 監 第 ５ ０ 号 

令和 ５年 ８月 ２２日 

      

  亘理町長   山 田 周 伸  殿 

 

                                亘理町監査委員  三 品 喜 明 

 

                                亘理町監査委員  安 藤 美重子 

 

 

 

健全化判断比率等審査意見書の提出について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成 19年法律第 94号)第 3条第１項及び第

22 条第１項の規定に基づき、町長より審査に付された令和 4 年度健全化判断比率及び資金

不足比率について審査したので別紙のとおり意見書を提出します。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

目            次 

  

             

第１   審査の対象 ------------------------------------------ 1 

 

第２   審査の期間 ------------------------------------------ 1 

 

第３   審査の概要 ------------------------------------------ 1 

 

第４   審査の結果 ------------------------------------------ 1 

 

１ 健全化判断比率の状況 --------------------------------- 2 

 

             (1)  実質赤字比率 

 

             (2)  連結実質赤字比率 

 

             (3)  実質公債費比率 

             

 (4)  将来負担比率 
 

２ 資金不足比率の状況 ----------------------------------- 6 

 

             (1)  法適用企業 

 

             (2)  法非適用企業 

              

  

凡     例 

 １．各表中に用いた数字は、表示単位未満を四捨五入して表示した。したがって、合計 

と内訳の計及び対前年度比較が一致しない場合がある。 

 ２．比率は表中数値によって算出し、小数点第 3 位を四捨五入した。したがって、構成 

比等において合計と内訳の合算比率が一致しない場合がある。 

 ３．各表中の符号の用法は、次のとおりである。 

「－」  ･････････ 該当数値がないもの、算出不能または無意味なもの 

「△」  ･････････ 負数または減数 
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令和４年度 健全化判断比率等審査意見 

 

第１   審 査 の 対 象 

令和４年度決算に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

第２   審 査 の 期 間 

令和５年８月２日から令和５年８月１０日まで 

 

第３   審 査 の 概 要 

審査に当たっては、町長から提出された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に算定又は作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

第４   審 査 の 結 果 

審査に付された次の健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に算定又は作成されているものと認めた。 

なお、各比率は次のとおり、いずれも早期健全化基準、経営健全化基準を下回っている。 

 

【健全化判断比率】 

 

（注） 実質赤字額、連結実質赤字額及び将来負担率が生じていない場合は、「－」で表示している。 

 

【資金不足比率】 

 
（注） 資金不足が生じていない場合は、「－」で表示している。 

　 （単位：％）

健全化判断比率 令和3年度 令和4年度
令和4年度

早期健全化基準
財政再生基準

①　実質赤字比率 ― ― 13.83 20.00

②　連結実質赤字比率 ― ― 18.83 30.00

③　実質公債費比率 5.3 5.4 25.0 35.0

④　将来負担比率 ― ― 350.0

（単位：％）

令和3年度 令和4年度 経営健全化基準

　①　亘理町水道事業会計 ― ―

　②　亘理町公共下水道事業会計 ― ―

　①　わたり温泉鳥の海特別会計 ― ―

　②　亘理町工業用地等造成事業特別会計 ― ―

資金不足比率

法

適

用

企

業

20.0
法

非

適

用

企

業
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１ 健全化判断比率の状況  

（１）実質赤字比率 

実質赤字比率は、一般会計等の実質収支の赤字額の標準財政規模に対する比率を

示すものである。 

 
 

（注） 1 実質赤字比率は、実質赤字額がないため、「－」で表示している。 

2 （ ）内の数値は、実質収支額が黒字である場合は、△（負の値）で参考として表示している。 

 

 

令和４年度も一般会計等の実質収支額が、692,358千円の黒字であるため、前年度と同

様に実質赤字比率は算定されない。 

令和3年度 令和4年度

297,137 692,267 395,130

　土地取得特別会計 26 25 △ 1

　奨学資金貸付特別会計 63 66 3

297,226 692,358 395,132

△ 297,226 △ 692,358 △ 395,132

7,856,073 7,710,250 △ 145,823

― ― ―

(△ 3.78) (△ 8.97) △ 5.19

一般会計等

に属する特
別会計

　一般会計

（単位：千円、％、ポイント）

区　　分
実質収支額等

増減

一
般
会
計
等

合　　計

実質赤字額　　　①

標準財政規模　　②

　　　　実質赤字比率　　①/②×100
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（２）連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、公営企業を含む全会計を対象とした実質赤字額及び資金不足額

の標準財政規模に対する比率を示すものである。 

 

(注) 1 連結実質赤字比率は、連結実質赤字額がないため、「－」で表示している。 

2 （ ）内の数値は、連結実質収支額が黒字である場合は、△（負の値）で参考として表示している。 

 

 

令和 4年度全会計の実質収支額及び資金不足額の合計額は、1,876,826千円の黒字である

ため、前年度と同様に連結実質赤字比率は算定されない。 

 

 

令和3年度 令和4年度

297,137 692,267 395,130

　土地取得特別会計 26 25 △ 1

　奨学資金貸付特別会計 63 66 3

　国民健康保険特別会計 72,984 28,865 △ 44,119

　介護保険特別会計 12,326 36,163 23,837

　介護認定審査会特別会計 0 0 ―

　後期高齢者医療特別会計 702 3,719 3,017

　水道事業会計 1,013,784 936,921 △ 76,863

　公共下水道事業会計 136,627 176,425 39,798

　わたり温泉鳥の海特別会計 351 1,102 751

　工業用地等造成事業特別会計 1,648,149 1,273 △ 1,646,876

3,182,149 1,876,826 △ 1,305,323

△ 3,182,149 △ 1,876,826 1,305,323

7,856,073 7,710,250 △ 145,823

― ― ―

(△ 40.50) (△ 24.34) 16.16

　　　　連結実質赤字比率　　①/②×100

合　　計

一
般
会
計
等

　一般会計

連結実質赤字額　　　①

公
営
企
業
会
計

公
営
事
業
会
計

一般会計等

に属する特

別会計

一般会計等

以外の特別

会計のうち

公営企業に

係る特別会

計以外の会

計

法非適用

（単位：千円、％、ポイント）

区　　分
実質収支額等

増減

標準財政規模　　　　②

法適用
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（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模

に対する比率を 3か年平均した指標を示すものである。

 

 

令和 4年度の実質公債費比率は、5.4％で前年度に比べ 0.1ポイント上昇している

が、前年度に引き続き早期健全化基準の 25.0％を下回っている。 

なお、県内の市町村平均と町村平均推移は次のとおりである。  

 

 

出典：宮城県総務部市町村課発行「目で見る市町村財政」より 

令和2年度 令和3年度 令和4年度
対前年度
比較増減

元利償還金 ① 862,800 875,426 896,330 20,904

準元利償還金 ② 622,343 563,520 601,576 38,056

公営企業繰入金
（地方債償還財源分）

610,629 514,068 540,504 26,436

一部事務組合等負担金
（地方債償還財源分）

11,639 49,433 60,992 11,559

公債費に準ずる債務負担行為 8 7 6 △ 1

一時借入金の利子 67 12 74 62

特定財源 ③ 236,133 225,548 256,055 30,507

23,225 18,265 13,782 △ 4,483

公営住宅使用料 39,636 14,953 6,511 △ 8,442

地方債償還に充当した
都市計画税

173,272 183,420 171,544 △ 11,876

その他 0 8,910 64,218 55,308

④ 882,837 861,902 855,129 △ 6,773

標準財政規模 ⑤ 7,474,163 7,856,073 7,710,250 △ 145,823

5.55538 5.02556 5.64136 0.61580

5.0 5.3 5.4 0.1

（単位：千円、％、ポイント）

実質公債費比率（単年度）
(((①+②)-(③+④))/(⑤-④))×100

実質公債費比率（3か年平均）

区　　分

貸付金元利償還金

元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

区分 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

亘理町 4.9 4.8 5.0 5.3 5.4

県町村平均 6.7 6.6 6.3 6.2

県平均 6.6 6.3 6.0 5.9

4.5

5.5

6.5

7.5

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

亘理町

県町村平均

県平均
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（４）将来負担比率 

将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負担の標準財政規模に対す

る比率を示すものである。 

 
（注） 1 将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回る場合は、「－」で表示している。 

      2 （ ）内の数値は、充当可能財源等が将来負担額を上回る場合は、△（負の値）で参考として表示している。 

 

令和 4年度の将来負担比率は、前年度と同様に充当可能財源等が将来負担額を上回った

ことから算定されない。 

 なお、県内の市町村平均と町村平均推移は次のとおりである。 

 

出典：宮城県総務部市町村課発行「目で見る市町村財政」より 

令和3年度 令和4年度 増　減

① 17,393,929 16,939,767 △ 454,162

地方債の現在高 10,273,868 9,917,373 △ 356,495

0 0 0

5,656,149 5,528,033 △ 128,116

331,964 285,342 △ 46,622

退職手当負担見込額 1,131,948 1,205,918 73,970

0 0 0

連結実質赤字額 0 3,101 3,101

0 0 0

② 22,152,913 22,713,950 561,037

充当可能基金 8,458,118 9,955,062 1,496,944

2,880,536 2,422,335 △ 458,201

　 都市計画税 1,669,215 1,700,045 30,830

その他 1,211,321 722,290 △ 489,031

10,814,259 10,336,553 △ 477,706

③ 7,856,073 7,710,250 △ 145,823

④ 861,902 855,129 △ 6,773

― ― ―

(△ 68.0) (△ 84.2) △ 16.2

標準財政規模　　　　　　　　　　　　　

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需
要額算入額

将来負担比率　((①-②)/(③-④))×100

将来負担額　

組合等連結実質赤字額負担見込額

債務負担行為に基づく支出予定額

充当可能財源等　　　　　　　　　　　　

基準財政需要額算入見込額

組合等負担見込額

公営企業債等繰入見込額

設立法人の負債額等負担見込額

（単位：千円、％、ポイント）

区　　分

充当可能特定歳入

区分 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

亘理町 － － － － －

県町村平均 27.2 30.7 23.6 16.8

県平均 26.7 28.9 23.6 18.2

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度

県町村平均

県平均
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２ 資金不足比率の状況  
 

資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率を示すものである。 

（１）法適用企業 

① 亘理町水道事業会計 

令和 4 年度亘理町水道事業会計において資金不足は発生していないため、資金不足比率は

算定されない。 

 
（注） 1 資金不足額が△（負の値）の場合は、資金剰余額を表す。 

2 資金不足比率は、資金不足が発生していないため、「－」で表示している。 

3 （ ）内の数値は、資金不足が発生していない場合は、△（負の値）で参考として表示している。 

 

② 亘理町公共下水道事業会計 

令和 4年度亘理町公共下水道事業会計において資金不足は発生していないため、資

金不足比率は算定されない。 

 
（注） 1 資金不足額が△（負の値）の場合は、資金剰余額を表す。 

2 資金不足比率は、資金不足が発生していないため、「－」で表示している。 

  3 （ ）内の数値は、資金不足が発生していない場合は、△（負の値）で参考として表示している。 

  

  

（単位：千円、％、ポイント）

（A）

流動負債等 ①

算入地方債現在高 ②

流動資産等　 ③

解消可能資金不足額 ④

（B）

－ － －

令和3年度 令和4年度 増減

資金不足額（①＋②－③)－④　  　（Ａ）△ 1,013,784 △ 936,921 76,863

区　　　分

151,519 180,084 28,565

0 0 0

1,165,303 1,117,005 △ 48,298

0 0 0

事業の規模　　　　　　　　    783,956 777,961 △ 5,995

(△ 129.32) (△ 120.43) (8.89)

資金不足比率　（A）／（B）

（単位：千円、％、ポイント）

（A）

流動負債等 ①

算入地方債現在高 ②

流動資産等　 ③

解消可能資金不足額 ④

（B）

－ － －

区　　　分 令和3年度 令和4年度 増減

資金不足額（①＋②－③)－④　  　（Ａ） △ 136,627 △ 176,425 △ 39,798

182,244 318,398 136,154

0 0 0

318,871 494,823 175,952

0 0 0

事業の規模　　　　　　　　           （Ｂ）522,773 593,390 70,617

資金不足比率　（A）／（B）

(△ 26.14) (△ 29.73) (3.59)
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（２）法非適用企業 

① わたり温泉鳥の海特別会計 

令和 4年度わたり温泉鳥の海特別会計において資金不足は発生していないため、資

金不足比率は算定されない。 

 
（注） 1 資金不足額が△（負の値）の場合は、資金剰余額を表す。 

2 資金不足比率は、資金不足が発生していないため、「－」で表示している。 

  3 （ ）内の数値は、資金不足が発生していない場合は、△（負の値）で参考として表示している。 

 

② 亘理町工業用地等造成事業特別会計 

令和 4年度亘理町工業用地等造成事業特別会計において資金不足は発生していな

いため、資金不足比率は算定されない。 

 
（注） 1 資金不足額が△（負の値）の場合は、資金剰余額を表す。 

2 資金不足比率は、資金不足が発生していないため、「－」で表示している。 

  3 （ ）内の数値は、資金不足が発生していない場合は、△（負の値）で参考として表示している。 

 

（単位：千円、％、ポイント）

（A）

歳出額 ①

算入地方債現在高 ②

歳入額等　 ③

解消可能資金不足額 ④

（B）

－ － －

区　　　分 令和3年度 令和4年度 増減

資金不足額（①＋②－③)－④　  　（Ａ） △ 351 △ 1,102 △ 751

8,135 25,316 17,181

0 0 0

8,486 26,418 17,932

0 0 0

事業の規模　　　　　　　　           （Ｂ）117,767 143,292 25,525

資金不足比率　（A）／（B）

(△ 0.30) (△ 0.77) (△ 0.47)

（単位：千円、％、ポイント）

（A）

歳出額 ①

算入地方債現在高 ②

歳入額等　 ③

解消可能資金不足額 ④

（B）

－ － －

区　　　分 令和3年度 令和4年度 増減

資金不足額（①＋②－③)－④　  　（Ａ）△ 1,648,149 △ 1,273 1,646,876

239,133 1,638,802 1,399,669

0 0 0

1,887,282 1,640,075 △ 247,207

0 0 0

事業の規模　　　　　　　　           （Ｂ）1,648,049 158,859 △ 1,489,190

資金不足比率　（A）／（B）

(△ 100.01) (△ 0.80) (99.21)


